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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を撮像し、ＲＡＷデータを生成する撮像手段と、
　前記撮像手段から得られた前記ＲＡＷデータを記憶する少なくとも２つの領域を備える
記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された前記ＲＡＷデータを動画像又は静止画像へと現像処理する現
像処理手段と、
　動画記録の指示を受け付ける第１の受付手段と、
　静止画記録の指示を受け付ける第２の受付手段とを備え、
　前記第１の受付手段により前記動画記録の指示を受け付けて、前記撮像手段による前記
ＲＡＷデータの生成、前記記憶手段の第１の領域のみへの記憶及び前記現像処理手段によ
る動画像用の第１のパラメータを用いた第１ホワイトバランス処理の少なくともいずれか
を行っている場合に、前記第２の受付手段により前記静止画記録の指示を更に受け付けた
場合、前記現像処理手段は、前記第１のパラメータとは異なる静止画用の第２のパラメー
タを用いた第２ホワイトバランス処理を更に行い、前記第１及び第２ホワイトバランス処
理が終了するまで、前記少なくとも２つの領域のうち、前記第１及び第２ホワイトバラン
ス処理に係る前記ＲＡＷデータが記憶された前記第１の領域とは異なる第２の領域に、前
記撮像手段から更に得られた前記ＲＡＷデータが記憶されることを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記第１のパラメータは、光源を遅れもって追従するように、前記第２のパラメータの
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枚数よりも多い枚数のＲＡＷデータを用いて決定されることを特徴とする請求項１に記載
の撮像装置。
【請求項３】
　動画記録の指示を受け付ける第１の受付工程と、
　撮像部により被写体を撮像し、ＲＡＷデータを生成する撮像工程と、
　前記撮像工程において得られた前記ＲＡＷデータを、少なくとも２つの領域を備える記
憶部に記憶する記憶工程と、
　前記記憶部に記憶された前記ＲＡＷデータを動画像又は静止画像へと現像処理する現像
処理工程と、
　前記第１の受付工程において前記動画記録の指示を受け付け、前記撮像工程における前
記ＲＡＷデータの生成、前記記憶工程における第１の領域のみへの記憶及び前記現像処理
工程における動画像用の第１のパラメータを用いた第１ホワイトバランス処理の少なくと
もいずれかが行われている場合に、静止画記録の指示を受け付ける第２の受付工程とを備
え、
　前記静止画記録の指示を受け付けた場合、前記現像処理工程では、前記第１のパラメー
タとは異なる静止画用の第２のパラメータを用いた第２ホワイトバランス処理が更に行わ
れ、前記記憶工程では、前記第１及び第２ホワイトバランス処理が終了するまで、前記少
なくとも２つの領域のうち、前記第１及び第２ホワイトバランス処理に係る前記ＲＡＷデ
ータが記憶された領域とは異なる領域に、前記撮像部から更に得られた前記ＲＡＷデータ
が記憶されることを特徴とする撮像装置の制御方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の撮像装置の制御方法をコンピュータに実行させるためのコンピュータ
プログラム。
【請求項５】
　請求項４に記載のコンピュータプログラムを記憶したコンピュータで読み取り可能な記
憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置及びその制御方法、コンピュータプログラム及び記憶媒体に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、メモリカードを記録媒体として、ＣＣＤ等の固体撮像素子で撮像し得られた静止
画像を記録及び再生するデジタルカメラが市販されている。これらのデジタルカメラにお
いては動画記録可能なものも多く、中には動画記録中に静止画撮影が可能な機種がある。
【０００３】
　このようなデジタルカメラにおいて、動画記録中に静止画記録指示が行われた際の撮像
素子の駆動方法には、以下の２つの方式がある。
（１）撮像駆動を切り替えずに静止画記録する方式（特許文献１参照）
（２）撮像駆動を切り替えてから静止画記録する方式（特許文献２参照）、である。
【０００４】
　しかし、（１）の方式では、動画記録と静止画記録とで撮像素子の駆動方式切り替えを
行わないため、すでに動画用に処理された画像データの内の一画像を使用して静止画デー
タとしている。この場合、静止画記録指示が行われた時点から静止画記録を行うまでのタ
イムラグを少なくできるという利点がある。また、動画記録を中断せずに静止画記録が可
能という利点もある。その反面、画像サイズや圧縮率を含め、現像処理時のパラメータが
動画用に合わせて設定されているので、最初から静止画撮影のみ行う場合と比べると画質
面ではやや不利となる。
【０００５】
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　一方、（２）の方式では、それまで行われていた動画記録とは別の、静止画記録用の撮
像駆動方式で記録することができるため、静止画記録に適した現像処理が可能となる。こ
れにより（１）の方式に比べて、記録される画像の品質の点では有利となる。その反面、
撮像駆動方式の切り替えに時間を要するため、動画記録中に静止画指示を受け付けた時点
から実際に静止画撮影が行われるまでのタイムラグが発生してしまう。また、この動画記
録中の静止画撮影が完了するまでの間、動画記録は中断されてしまうため、動画データの
保存性の観点でも問題点がある。
【特許文献１】特開平０９－２３３４１０号公報
【特許文献２】特開平１１－２９８７８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このように、従来は、動画像記録中の静止画撮影を、高品質かつタイムラグなしで実現
することが困難であった。
【０００７】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたもので、動画記録中の静止画撮影を、高品質かつタ
イムラグなしに実現可能とすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　以上の課題を解決するための本発明は、被写体を撮像し、ＲＡＷデータを生成する撮像
手段と、
　前記撮像手段から得られた前記ＲＡＷデータを記憶する少なくとも２つの領域を備える
記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された前記ＲＡＷデータを動画像又は静止画像へと現像処理する現
像処理手段と、
　動画記録の指示を受け付ける第１の受付手段と、
　静止画記録の指示を受け付ける第２の受付手段とを備え、
　前記第１の受付手段により前記動画記録の指示を受け付けて、前記撮像手段による前記
ＲＡＷデータの生成、前記記憶手段の第１の領域のみへの記憶及び前記現像処理手段によ
る動画像用の第１のパラメータを用いた第１ホワイトバランス処理の少なくともいずれか
を行っている場合に、前記第２の受付手段により前記静止画記録の指示を更に受け付けた
場合、前記現像処理手段は、前記第１のパラメータとは異なる静止画用の第２のパラメー
タを用いた第２ホワイトバランス処理を更に行い、前記第１及び第２ホワイトバランス処
理が終了するまで、前記少なくとも２つの領域のうち、前記第１及び第２ホワイトバラン
ス処理に係る前記ＲＡＷデータが記憶された前記第１の領域とは異なる第２の領域に、前
記撮像手段から更に得られた前記ＲＡＷデータが記憶されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、動画記録中の静止画撮影を、高品質かつタイムラグなしに実現するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。
【００１３】
　図１は、本発明の実施の一形態である、撮像装置の構成を示す図である。図１において
、１００は撮像装置を示す。この撮像装置は、例えばデジタルカメラ、或いはデジタルビ
デオカメラとして実現することができる。
【００１４】
　１０は撮影レンズ、１１は被写体像を確認する光学ファインダーであり、ズーム制御に
応じて画角の変更が可能となっている。１２は絞り機能を備える絞り兼用シャッター、１
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４は光学像を電気信号に変換する撮像素子であり、素子上に原色モザイクフィルタが配置
されている。１５は内部に撮像素子１４の出力ノイズ除去のためのＣＤＳ（相関２重サン
プリング）部やＡＧＣ（自動利得制御）部を含む前置処理部である。１６は前置処理部１
５から出力されるアナログ信号をデジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換器である。
【００１５】
　１８は撮像素子１４、Ａ／Ｄ変換器１６にクロック信号や制御信号を供給するタイミン
グ発生部（ＴＧ）であり、それらのタイミングは信号処理ＩＣ２２により制御される。
【００１６】
　信号処理ＩＣ２２はＣＰＵ５０からの指示により、Ａ／Ｄ変換器１６からのデータ或い
はＤＲＡＭ３０からのデータに対して所定の画素補間処理や色変換処理、拡大・縮小、画
像データ形式変換を行う。また、ＤＭＡコントローラ、Ｄ／Ａ変換器、画像データを圧縮
伸長する圧縮・伸長部を内蔵している。さらに信号処理ＩＣ２２は、撮像した画像データ
を用いて所定の演算処理を行い、得られた演算結果をＤＲＡＭ３０に保存する。ＣＰＵ５
０はこの演算結果に基づいてＴＴＬ方式のＡＷＢ（オートホワイトバランス）処理、ＡＦ
（オートフォーカス）処理、ＡＥ（自動露出）処理、ＥＦ（ストロボプリ発光）処理を行
っている。
【００１７】
　２８はＴＦＴ　ＬＣＤ等から成る画像表示部であり、ＤＲＡＭ３０に書き込まれた表示
用の画像データは信号処理ＩＣ２２内部のＤ／Ａ変換器（不図示）を介して画像表示部２
８により表示される。画像表示部２８は画像の他、各種情報・モード設定状況の表示にも
使われる。
【００１８】
　画像表示部２８を用いて撮像した画像データを逐次表示すれば、電子ファインダー機能
を実現することが可能である。また、画像表示部２８は、ＣＰＵ５０の指示により任意に
表示をＯＮ／ＯＦＦすることが可能であり、表示をＯＦＦにした場合には撮像装置１００
の電力消費を大幅に低減することができる。
【００１９】
　さらに、画像表示部２８は、回転可能なヒンジ部によってカメラ本体と結合されており
、自由な向き、角度を設定して電子ファインダー機能や再生表示機能、各種表示機能を使
用することが可能である。また、画像表示部２８の表示部分をカメラ本体側に向けること
で表示部分を保護しつつ格納することが可能であり、この場合は検知ＳＷ９８により、格
納状態を検知して画像表示部２８の表示動作を停止することが出来る。
【００２０】
　ＤＲＡＭ３０は撮影した非圧縮データの一時格納、ＡＦ／ＡＥ／ＡＷＢ／ＥＦ演算結果
の保持、画像表示部２８への表示用画像の保持、圧縮画像データの保持等に使用されるメ
モリである。このＤＲＡＭ３０は、所定枚数の静止画像や所定時間の動画像を格納するの
に十分な記憶量を備えている。
【００２１】
　４４は撮影レンズ１０および光学ファインダー１１のズーミングを制御するズーム制御
部である。４６はコネクタであり、アクセサリーシューとも呼ばれ、外部ストロボ装置４
００との電気接点や機械的な固定手段も合わせて備えている。
４８は内蔵ストロボであり、ＴＴＬ調光機能を有している。
【００２２】
　５０は撮像装置１００全体を制御するＣＰＵである。信号処理ＩＣ２２によってＤＲＡ
Ｍ３０に格納されたＡＦ／ＡＥ／ＡＷＢ／ＥＦの演算結果に基づき、ＡＦ／ＡＥ／ＡＷＢ
／ＥＦ制御を行う。また、信号処理ＩＣ２２に対するデータフロー制御、各種キースキャ
ン動作、ズーム制御、周辺モジュールとの通信等を行っている。
【００２３】
　５２はＣＰＵ５０の動作用の変数等を記憶するメモリである。５４はＣＰＵ５０でのプ
ログラムの実行に応じて、文字、画像、音声等を用いて動作状態やメッセージ等を表示す
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る液晶表示装置、スピーカー等の表示部である。この表示部５４は、撮像装置１００の操
作部近辺の視認し易い位置に単数或いは複数個所設置され、例えばＬＣＤやＬＥＤ、発音
素子等の組み合わせにより構成されている。
【００２４】
　表示部５４の表示内容としては、シングルショット／連写撮影表示、セルフタイマー表
示、圧縮率表示、記録画素数表示、記録枚数表示、残撮影可能枚数表示、シャッタースピ
ード表示、絞り値表示、露出補正表示、ストロボ表示、赤目緩和表示、マクロ撮影表示、
ブザー設定表示、時計用電池残量表示、電池残量表示、エラー表示、複数桁の数字による
情報表示、記録媒体２００の着脱状態表示、通信Ｉ／Ｆ動作表示、日付け・時刻表示、等
がある。
【００２５】
　５６は電気的に消去・記録可能なフラッシュメモリであり、ＣＰＵ50を動作させるため
に必要なプログラムやカメラ固有の調整データ等があらかじめ書き込まれている。
【００２６】
　以下主な操作部の具体的な説明を行う。６０は２段構造となっているモードダイアルス
イッチで、下段には電源オフ(ＯＦＦ)、撮影モード、再生モードの３状態をもっている。
上段には撮影時、目的・シーンに合わせてユーザが設定する各種撮影モードが割り当てら
れている。このモードには、例えば、全自動撮影モード(ＡＵＴＯ)、プログラム撮影モー
ド、シャッター速度優先撮影モード、絞り優先撮影モード、マニュアル撮影モード、パン
フォーカスモード、ポートレートモード、風景モード、夜景モード、色効果モード、ステ
ィッチアシストモード、動画撮影モードがあり、各モードを切り替え設定できる。
【００２７】
　６４はシャッタースイッチで２段階のスイッチＳＷ１、ＳＷ２で構成されている。シャ
ッターボタンの半押しでＳＷ１－ＯＮとなり、ＡＤ（オートフォーカス）処理、ＡＥ（自
動露出）処理、ＡＷＢ（オートホワイトバランス）処理）処理等の動作開始を指示する。
さらにシャッターボタンの全押しによりＳＷ２－ＯＮとなり、撮像素子１２から読み出し
た信号をＡ／Ｄ変換器１６、信号処理ＩＣ２２を介してＤＲＡＭ３０に画像データを書き
込む。次に信号処理ＩＣ２２はＣＰＵ５０からの指示に従って、ＤＲＡＭ３０から画像デ
ータを読み出し、色補正、画素補間、色変換等の画像処理を行った後、圧縮処理を行い、
記録媒体２００に画像データを書き込む。
【００２８】
　６８はストロボ切替ＳＷ（スイッチ）であり、撮影時のストロボの発光モードを強制発
光・非発光・自動発光に切り替える。７２、７４、７６はそれぞれ、メニューキー、セッ
トキー、十字キーであり、これらのキーの組み合わせにより、撮影時もしくは再生時の各
種設定の変更もしくはファンクションの実行を画像表示部２８を見ながら行うことができ
る。このうち十字キーは上下左右の４つの方向キーから構成される複合キーである。
【００２９】
　メニューキー７２を一回押すことで、画像表示部２８にメニュー画面を表示するように
なっており、このメニュー画面は、モードダイヤルスイッチ６０が指す現在のモードによ
って異なっている。その後表示されているメニュー項目を十字キー７６を使って選択、セ
ットキー７４を押すことで決定する仕組みになっている。
【００３０】
　例えば、撮影モードがプログラム撮影モードとなっている際のメニュー項目としては、
例えば、記録画素サイズ、圧縮率、記録形式、感度、AFモード、撮影の確認の有無、画質
チューニングパラメータ等がある。
【００３１】
　また再生時のメニュー項目としては、画像の消去（一枚もしくは全部）、画像の保護（
プロテクト）、画像の回転設定等が挙げられる。
【００３２】
　また、十字キー７６はメニュー設定時以外にも使用される。例えばモードダイヤルスイ
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ッチ６０でシャッター速度優先モードに設定されている場合には、十字キーの左右方向キ
ーを使って、シャッター速度の変更を行えるようになっている。また再生モードにおいて
は画像送りを行うために左右方向キーが使われている。
【００３３】
　７８はボタンを押す度に、サイクリックに単写／連写／セルフタイマーの切り替えを行
うドライブモード切替ボタンである。７０は上記以外の操作部をまとめたもので、ズーム
レバー、測光モード切替ボタン、マクロボタン、ＡＥロックボタン、マルチ画面再生改ペ
ージボタン、露出補正ボタン、調光補正ボタン、日付／時間設定ボタン、パノラマモード
等の撮影及び再生を実行する際に各種機能の選択及び切り替えを設定する選択／切り替え
ボタンがある。また、画像表示部２８のＯＮ／ＯＦＦを設定する画像表示ＯＮ／ＯＦＦス
イッチもある。メニューに含まれている項目に対して、比較的使用頻度の高いものが、こ
の操作部に割り当てられる。
【００３４】
　８０は電源制御部で、電池検出部、ＤＣ－ＤＣコンバータ、通電するブロックを切り替
えるスイッチ部等により構成される。また、電池の装着の有無、電池の種類、電池残量の
検出を行い、検出結果及びＣＰＵ５０の指示に基づいてＤＣ－ＤＣコンバータを制御する
。更に、必要な電圧を必要な期間、記録媒体を含む各部へ供給し、必要に応じて表示部５
４、画像表示部２８に電池残量表示を行う。
【００３５】
　８２及び８４はコネクタ、８６はアルカリ電池やリチウム電池等の一次電池やＮｉＣｄ
電池やＮｉＭＨ電池、Ｌｉ電池等の二次電池、ＡＣアダプター等からなる電源部である。
９２はメモリカードやハードディスク等の記録媒体と接続を行うコネクタである。
【００３６】
　なお、本実施例では記録媒体を取り付けるインターフェース及びコネクタを１系統持つ
ものとして説明している。もちろん、記録媒体を取り付けるインターフェース及びコネク
タは、単数或いは複数、いずれの系統数を備える構成としても構わない。また、異なる規
格のインターフェース及びコネクタを組み合わせて備える構成としても構わない。
【００３７】
　インターフェース及びコネクタとしては、ＰＣＭＣＩＡカードやＣＦ（コンパクトフラ
ッシュ（登録商標））カード等の規格に準拠したものを用いて構成して構わない。
【００３８】
　９８は検知ＳＷ（スイッチ）であり、この中には、画像表示部２８の表示部分を撮像装
置１００に向けて格納した格納状態にあるかどうかを検知することができる画像表示部開
閉検知部が含まれる。また、電池蓋が開けられたことを検出する電池蓋開閉検出部、外部
ストロボ４０４の装着状態検出部等も含まれる。
【００３９】
　２００はメモリカードやハードディスク等の記録媒体である。記録媒体２００は、半導
体メモリや磁気ディスク等から構成される記録部２０２、撮像装置１００とのインタフェ
ース２０４、撮像装置１００と接続を行うコネクタ２０６を備えている。
【００４０】
　４００は外部ストロボ装置である。本実施例では内蔵ストロボ４８の他に外部ストロボ
を後から装着できる構成となっており、内蔵ストロボ同様、ＴＴＬ調光撮影が可能となっ
ている。４０２は撮像装置１００のアクセサリーシューと接続するためのコネクタである
。４０４は外部ストロボであり、AF補助光の投光機能、ストロボ調光機能も有する。
【００４１】
　図２及び図３は本実施例の撮像装置１００の動画記録時及び動画中静止画記録時のデー
タフローを示す。図２及び図３を用いて、撮像装置１００における動画記録時及び動画記
録中の静止画記録時の詳細動作について説明する。
【００４２】
　［動画記録時］
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　操作部７０により動画記録の開始が指示された時には、被写体像が撮像素子１４から電
気信号として出力され、Ａ／Ｄ変換器１６によりデジタル画像データに変換される。この
デジタル画像データは撮像素子上に貼り付けられた不図示のオンチップカラーフィルタの
画素毎の配列に応じたＲＧＢの色情報を持った、生データ（以降ＲＡＷデータと記述する
。）である。このＲＡＷデータは、一旦ＲＡＷバッファ２０３に保存される。このＲＡＷ
バッファ２０３は、例えばＤＲＡＭ３０内の領域を分割して確保できる。
【００４３】
　その後、ＲＡＷバッファ２０３より読み出されたＲＡＷデータは、動画用ホワイトバラ
ンス係数２１５及び動画用現像処理パラメータ２１６を元に現像処理部２０５において現
像処理が行われる。
【００４４】
　ここで、動画用ホワイトバランス係数は、１枚のＲＡＷデータのみで決まるものではな
く、光源の時系列的変化等を考慮した上で、ある程度の遅れを持って追従するようＣＰＵ
５０によって制御される。また、動画用現像処理パラメータ２１６には、例えば、コント
ラスト処理やシャープネス処理、あるいはデジタルゲイン変換処理のためのパラメータで
あって動画用にチューニングされたものが含まれる。これらのパラメータに関しては予め
フラッシュメモリ５６内に記憶されており、この内いくつかについてはユーザが選択でき
るようにしておいてもよい。
【００４５】
　現像処理２０５部による現像処理を経て、ＲＧＢ形式の色空間における画像データが、
他の色空間の画像データである輝度・色差データ（以降ＹＵＶデータと記述）に変換され
る。ＹＵＶデータに変換された画像データのうち、一方はリサイズ部１（２０８）で表示
部５４における表示に適したサイズに変換され、一旦、表示用メモリ２０９に保存された
後、表示部５４へ転送される。
【００４６】
　もう一方は、リサイズ部２（２１１）で動画用サイズに変換され、圧縮部２１２にて圧
縮後、動画バッファ２１３に保存され、最終的には記録媒体２００内の記録部２０２に記
録される。この際の動画記録用のリサイズパラメータ２１７及び圧縮パラメータ２１８に
ついても、予めフラッシュメモリ５６内に複数個の設定が記憶されており、ユーザにより
選択可能としてもよい。
【００４７】
　なお、現像処理部２０５、リサイズ部１（２０８）、リサイズ部２（２１１）、及び、
圧縮部２１２の各機能は、信号処理ＩＣ２２によりそれぞれ実現される。また、表示用メ
モリ２０９や動画バッファ２１３も、例えばＤＲＡＭ３０内の領域を分割して確保するこ
とができる。
【００４８】
　［動画記録中の静止画記録時］
　上記の動画記録中に、シャッタースイッチ６４が操作されて静止画記録指示が行われる
と、すでに動画用に保存されているＲＡＷバッファ２０３内のＲＡＷデータを使用して静
止画記録処理が行われる。ＲＡＷバッファ２０３より読み出されたＲＡＷデータは、静止
画用ホワイトバランス係数３１５及び静止画用現像処理パラメータ３１６を利用して現像
処理２０５が行われる。
【００４９】
　ここで、静止画用ホワイトバランス係数３１５は、動画記録の場合とは異なり、１枚の
ＲＡＷデータのみから決定できる。静止画用現像処理パラメータ３１６には、例えば、コ
ントラスト処理やシャープネス処理、あるいはデジタルゲイン変換処理のためのパラメー
タであって静止画用にチューニングされたものが含まれる。これらのパラメータは、予め
フラッシュメモリ５６内に記憶されており、この内のいくつかをユーザが選択可能であっ
ても良い。このような現像処理は、信号処理ＩＣ２２において行うことができる。
【００５０】
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　この現像処理を経てＲＧＢ形式の色空間の画像データが、他の色空間の画像データであ
る輝度・色差データ（以降ＹＵＶデータと記述）に変換される。ＹＵＶデータに変換され
た画像データのうち、一方はリサイズ部１（２０８）で表示部５４における表示に適した
サイズに変換され、一旦表示用メモリ２０９に保存された後、表示部５４へ転送される。
【００５１】
　もう一方は、リサイズ部２（２１１）で静止画用サイズに変換され、圧縮部２１２にて
圧縮された後、静止画バッファ３１３に保存され、最終的には記録媒体２００内の記録部
２０２に記録される。この際の静止画記録用のリサイズパラメータ３１７及び圧縮パラメ
ータ３１８についても、予めフラッシュメモリ５６内に複数個の設定を記憶しておき、ユ
ーザにより選択可能としても良い。
【００５２】
　なお、動画記録時と同様、静止画バッファ３１３は、例えばＤＲＡＭ３０内の領域を分
割して確保することができる。
【００５３】
　このように、動画記録中に静止画記録指示を受け付けた場合には、動画記録時に一時保
存されているＲＡＷデータを使用して静止画用の信号処理を施すことで、タイムラグを最
小限に抑えつつ、高品質の静止画記録を行うことができる。
【００５４】
　上記実施形態において、ＲＡＷデータを一時保存できるＤＲＡＭ３０内の領域が複数枚
分あってももちろん構わない。
【００５５】
　次に、図４を参照して、動画記録中に静止画記録指示が行われた場合の、動画及び静止
画の現像のタイミングを説明する。
【００５６】
　図４において、ＶＤ４０１は、タイミング発生部１８から発生される同期信号である。
この同期信号ＶＤ４０１に同期して、撮像素子１４からＡ/Ｄ変換器１６を介して取込デ
ータ４０２が取り込まれる。時刻ｔ１～ｔ３では、取込データ４０２として、ＲＡＷデー
タ１がＲＡＷバッファ２０３内の第１の領域である領域Ａに取り込まれる。使用ＲＡＷバ
ッファ領域４０３は、取込データ４０２の取込先に使用される領域を示している。
【００５７】
　時刻ｔ２～ｔ４では、領域Ａに取り込まれたＲＡＷデータ１に対する動画現像処理が、
現像処理部２０５にて行われる。そしてＶＤ４０１に基づき次の垂直同期期間が開始され
、時刻ｔ５～ｔ７の間にＲＡＷデータ２がＲＡＷバッファ２０３の領域Ａに取り込まれる
。
【００５８】
　ここで、この垂直同期期間中の時刻ｔ０において静止画撮影指示を受け付けた場合を考
える。この場合、静止画用の現像処理を時刻ｔ６～ｔ９で行った後、動画用の現像処理を
時刻ｔ９～ｔ１０間で行うこととする。なお、静止画用の現像処理の実行タイミングは、
動画用の現像処理の実行タイミングと重複しなければよく、図４に示す例に限定されるも
のではない。これにより、同一のＲＡＷデータ２を利用して静止画及び動画の両方を記録
することができる。
【００５９】
　ここで、ＶＤ４０１に基づき時刻ｔ８から次の垂直期間が開始され、ＲＡＷデータ３の
取り込みが行われることとなる。このとき、ＲＡＷデータ２についての現像処理が終了し
ていないので、領域Ａに新たに取り込まれるＲＡＷデータ３を上書きすると、ＲＡＷデー
タ２についての現像処理が失敗してしまうおそれがある。
【００６０】
　そこで、本実施形態では、動画記録中に静止画記録指示を受け付けた場合、同一取込デ
ータ４０２を利用した静止画現像処理と動画現像処理とが終了するまで、使用ＲＡＷバッ
ファ領域４０３を変更する。図４では、ＲＡＷデータ３の使用ＲＡＷバッファ領域４０３
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を領域Ａから領域Ｂに変更している。これにより、領域ＡにおけるＲＡＷデータ２の動画
現像中に、ＲＡＷデータ３により上書きされることなく正常に現像を完了することができ
る。また、領域Ｂに取り込まれたＲＡＷデータ３は、時刻ｔ１１～ｔ１３で動画現像処理
が行われる。
【００６１】
　このように、本実施形態では動画用の現像処理が行われていない期間に静止画用の現像
処理を行い、動画用及び静止画用のそれぞれの現像処理が終了するまで、該当するＲＡＷ
バッファ領域への新たなＲＡＷデータによる上書きを制限している。これにより、動画記
録を中断することなく、動画記録中の静止画記録が可能となる。
【００６２】
　以上のように、本実施形態に対応する撮像装置によれば、動画記録中に静止画記録指示
が行われた時に、すでに動画取り込みのためにＲＡＷバッファに保存された画像データを
利用して新たに静止画用の信号処理を行うことができる。これにより、動画記録中の静止
画撮影指示からのタイムラグを最小限に抑えることができる。さらに、動画と静止画とで
それぞれ適切なパラメータを利用した現像処理を行うので、双方の画質を最大限に高める
ことができる。また、動画記録時と動画記録中の静止画記録時とで、撮像駆動の切り替え
が発生しないため、動画記録を中断することなく静止画撮影が可能である。
【００６３】
　［その他の実施形態］
　なお、本発明は、複数の機器（例えばホストコンピュータ、インタフェイス機器、リー
ダ、プリンタなど）から構成されるシステムに適用しても、一つの機器からなる装置（例
えば、複写機、ファクシミリ装置など）に適用してもよい。
【００６４】
　また、本発明の目的は、前述した機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記
録した記憶媒体を、システムに供給し、そのシステムがプログラムコードを読み出し実行
することによっても達成される。この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード
自体が前述した実施形態の機能を実現し、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本
発明を構成する。また、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働し
ているオペレーティングシステム（ＯＳ）などが実際の処理の一部または全部を行い、そ
の処理によって前述した機能が実現される場合も含まれる。
【００６５】
　さらに、以下の形態で実現しても構わない。すなわち、記憶媒体から読み出されたプロ
グラムコードを、コンピュータに挿入された機能拡張カードやコンピュータに接続された
機能拡張ユニットに備わるメモリに書込む。そして、そのプログラムコードの指示に基づ
き、その機能拡張カードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部また
は全部を行って、前述した機能が実現される場合も含まれる。
【００６６】
　本発明を上記記憶媒体に適用する場合、その記憶媒体には、先に説明したフローチャー
トに対応するプログラムコードが格納されることになる。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明の実施形態に対応する撮像装置の構成の一例を示す図である。
【図２】本発明の実施形態に対応する撮像装置における動画記録時のデータフローの一例
を示す図である。
【図３】本発明の実施形態に対応する撮像装置における動画記録中の静止画記録時のデー
タフローの一例を示す図である。
【図４】本発明の実施形態に対応する撮像装置における、動画記録中の静止画記録時の現
像処理タイミングチャートの一例を示す図である。
【符号の説明】
【００６８】
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１０：撮影レンズ
１１：光学ファインダー
１２：絞り兼用シャッター
１４：撮像素子
１５：前置処理部
１６：A/D変換器
１８：タイミング発生器
２２：信号処理ＩＣ
２８：画像表示部
３０：ＤＲＡＭ
４８：内蔵ストロボ
５０：ＣＰＵ
５２：メモリ
５４：表示部
５６：フラッシュメモリ
６０：モードダイヤル
６４：シャッタースイッチ
６８：ストロボ切替SW
７０：操作部
７２：メニューキー
７４：セットキー
７６：十字キー
７８：ドライブモード切替ボタン
８０：電源制御部
８２：コネクタ
８４：コネクタ
８６：電源
１００：撮像装置
２００：記録媒体
２０２：記録部
２０４：インターフェース
２０６：コネクタ
４００：外部ストロボ装置
４０２：コネクタ
４０４：外部ストロボ
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              特開平０５－１３０６４５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１３５０５７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　　９／０４　　～　　９／１１
              Ｈ０４Ｎ　　　５／２２２　～　　５／２５７
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